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徳島被災者支援プラットフォーム規約（案）

第１章 総則

（名称）

第１条 この団体は、徳島被災者支援プラットフォーム（以下「本団体」という。）と称

する。

（事務所）

第２条 本団体の事務所は、徳島県徳島市万代町１丁目１番地に置く。

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 本団体は、徳島県内における災害発生に備え、平時より被災者支援に携わる多

様な団体との関係構築や連携強化、官民連携による被災者支援の普及啓発等を行い、

災害時には被災地のニーズとＮＰＯ等の支援の迅速かつ的確なマッチングにより、円滑

な被災者支援につなげることを目的とする。

（事業）

第４条 本団体は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。

⑴ 平時の活動

① 県内外のＮＰＯ等との連携強化

② 官民連携による被災者支援の普及啓発

③ その他、本団体の目的を達成するために必要と認められる事業

⑵ 災害時の活動

① 行政・社会福祉協議会・県内外のＮＰＯ等民間団体との情報共有

② 被災市町村のニーズと多様な支援の連携調整

③ その他、本団体の目的を達成するために必要と認められる事業

第３章 会員

（入会）

第５条 本団体の目的に賛同した団体又は個人は、別に定める入会申込書により申し込み、

本団体の理事長の承認をもって会員となる。

（会員の資格の喪失）

第６条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

⑴ 退会届の提出をしたとき。

⑵ 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。

⑶ 除名されたとき。
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（退会）

第７条 脱退を希望する団体又は個人は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に

退会することができる。

（除名）

第８条 会員が本団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、理事会の議決

により、除名することができる。

第４章 役員

（種別及び定数）

第９条 本団体に次の役員を置く。

⑴ 理事 ３名以上

⑵ 監事 １名以上

２ 理事のうち、１名を理事長、１名を副理事長とする。

（選任等）

第１０条 役員は、理事会において選任する。

２ 監事は、理事長及び副理事長を兼ねることはできない。

（職務）

第１１条 理事長は、本団体を代表し、その業務を総理する。

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、

その職務を代行する。

３ 監事は、本団体の事業及び会計を監査する。

（任期等）

第１２条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

（解任）

第１３条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、これを解任する

ことができる。

⑴ 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

⑵ 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第１４条 役員は、無報酬とする。
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第５章 総会

（種別）

第１５条 本団体の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。

（構成）

第１６条 総会は、会員をもって構成する。

（権能）

第１７条 総会は、以下の事項について議決する。

⑴ 規約の変更

⑵ 解散

⑶ 合併

（開催）

第１８条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。

２ 臨時総会は、必要に応じて開催することができる。

３ 総会は、オンライン会議システムを利用して開催することができる。

（招集）

第１９条 総会は、理事長が招集する。

２ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電

磁的方法をもって、通知しなければならない。

（議長）

第２０条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

（定足数）

第２１条 総会は、会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第２２条 総会における議決事項は、第１９条第２項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

２ 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

３ 会員が総会の目的である事項について提案した場合において、会員の全員が書面又は

電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議が

あったものとみなす。

（表決権等）

第２３条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ
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いて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任

することができる。

３ 前項の規定により表決した会員は、第２１条、第２２条第２項及び第３７条の適用に

ついては、総会に出席したものとみなす。

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わること

ができない。

第６章 理事会

（構成）

第２４条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、監事は理事会に出席し、意見を述

べることができる。

（権能）

第２５条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

⑴ 事業計画及び予算

⑵ 事業報告及び決算

⑶ 役員の選任又は解任

⑷ 事務局の組織及び運営

⑸ その他運営に関する重要事項

（開催）

第２６条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

⑴ 理事長が必要と認めたとき。

⑵ 理事総数の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法

をもって招集の請求があったとき。

２ 理事会は、オンライン会議システムを利用して開催することができる。

（招集）

第２７条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって、通知しなければならない。

（議長）

第２８条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（定足数）

第２９条 理事会は、理事総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第３０条 理事会における議決事項は、第２７条第２項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。
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２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

（表決権等）

第３１条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任す

ることができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、第２９条及び第３０条第２項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

（専決事項）

第３２条 理事長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項

について専決することができる。

２ 理事長は、本団体の運営に重大な影響を及ぼさない変更について、事務局に専決させ

ることができる。

３ 理事長は、前二項の規程により専決したときは、これを次の会議において報告しなけ

ればならない。

第７章 会計

（経費）

第３３条 本団体の運営に要する経費は、補助、寄付及びその他の収入をもって充てる。

（事業計画及び予算）

第３４条 本団体の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経

なければならない。

（事業報告及び決算）

第３５条 本団体の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理

事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。

（事業年度）

第３６条 本団体の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第８章 規約の変更、解散及び合併

（規約の変更）

第３７条 本団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の４分の３以上

の多数による議決を経なければならない。

（解散）

第３８条 本団体は、次に掲げる事由により解散する。
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⑴ 総会の決議

⑵ 会員の欠亡

⑶ 合併

２ 前項第１号の事由により本団体が解散するときは、会員総数の４分の３以上の承諾を

得なければならない。

（合併）

第３９条 本団体が合併しようとするときは、総会において会員総数の４分の３以上の議

決を経なければならない。

第９章 雑則

（事務局）

第４０条 本団体の事務を処理するため、事務局を置く。

２ 本団体の事務局は、徳島県危機管理部防災対策推進課事前復興室内に置く。

（細則）

第４１条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを

定める。

附 則

１ この規約は、当団体の成立の日から施行する。

２ 当団体の設立当初の役員は次に掲げる者とする。

理事長 上月 康則

副理事長 井若 和久

理事 堀井 秀知

同 湯浅 雅志

同 川上 健太

同 岸田 德明

同 梅田 尚志

同 勝間 基彦

監事 大塚 二朗

３ 当団体の設立当初の役員の任期は、第１２条第１項の規定にかかわらず、成立の日か

ら令和８年６月３０日までとする。

４ 当団体の設立当初の事業年度は、第３６条の規定にかかわらず、成立の日から令和７

年３月３１日までとする。


